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（３）テレワーク等による地方への新たな人の流れ 

感染症の影響下で、多くの人がテレワークを経験したことで、テレワークについて社

会の理解が深まり、働く場所を問わない多様な働き方の可能性が広がっている。いわば

「職場と仕事の分離」が可能になったことにより、地方に暮らしながら都市部と同じ仕

事ができる、都市部で暮らしながら兼業・副業等により地方の仕事をする、あるいは、ワ

ーケーション等で地方に一定の期間滞在するなど、地方における働き方、暮らし方に多

様な形が生まれている。 

本節では、テレワーク等により可能性の広がった地方での新たな働き方、暮らし方を

みていく。 

 

３－１ 地方で都市部と同じ仕事ができる可能性の拡大 

 ここでは、感染症の影響下でのテレワークの実施状況、地方で都市部と同じ仕事がで

きる可能性についての検討、地方への新たな人の流れを促す企業の動きをみた上で、地

方で暮らしながら都市部と同じ仕事ができる可能性について考察する。 

 

(東京圏でテレワークの実施率が高い) 

 地方に暮らしながら、これまでであれば都市部でしていたような仕事をするという新

たな働き方、暮らし方は、テレワークの活用等により遠隔で仕事ができることが前提と

なっている。以下では、感染症の影響下での、テレワーク実施状況を確認する。 

 まず、地域別の実施状況を確認する。内閣府の意識調査によれば（第１－３－１図）、

テレワークを行った就業者の割合は、全国では 2019年 12 月には 10.3％であったが、2020

年５月には 27.7％に上昇し、同年 12 月には 21.5％と、５月時点に比べると低下したも

のの、１年前に比べて大きく上昇している。地域別では、2019 年 12 月の東京都 23 区は

17.8％、東京圏は 14.8％、地方圏は 8.1％であったが、2020 年 12 月は、東京都 23 区は

42.8％、東京圏は 33.8％、地方圏は 14.0％といずれも上昇し、なかでも東京都 23 区、

東京圏で大きく上昇している。内閣府の別の意識調査で都道府県別のテレワーク実施率

をみると（第１－３－２図）、2020 年４～５月においても、９～12 月においても、東京

都、神奈川県のテレワーク実施率が、他の道府県に比べて高い比率となっている。 
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第１－３－１図 テレワーク実施率の推移（地域別）

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

    ２．回答者は、就業者。 

３．テレワーク実施率とは、それぞれの時期の経験した働き方として、「テレワーク（ほぼ 100％）」、「テレワー 

ク中心（50％以上）で、定期的に出勤を併用」、「出勤中心（50％以上）で、定期的にテレワークを併用」、「基本 

的に出勤だが、不定期にテレワークを利用」と回答した者の全体に占める回答割合。 

 

第１－３－２図 テレワーク実施率の推移（都道府県別） 

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021年１ 

月 15日～20日）により作成。 

２．テレワーク実施率とは、それぞれの時期の経験した働き方として、「ほぼテレワーク（80％以上）」、「テレワーク中 

心（50％以上）で、出勤を併用」、「出勤中心（50％以上）で、テレワークを併用」、「基本的に出勤だが、不定期に 

テレワークを利用」と回答した者の全体に占める回答割合。回答者数は 11,520人。 
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 地域の産業構造によって、テレワークの実施が困難な業種で働く就業者の比率には違

いがあると考えられるため、地域別に、テレワークを経験した者の比率及び業務の性質

上テレワークはできないとする者の比率をみると（第１－３－３図）、全体としては、業

務の性質上テレワークはできないと回答した者の回答比率が高い地域で、テレワークの

経験率が低いという傾向がある。一方で、テレワーク経験率では、最も高い南関東（東京

圏）と最も低い甲信越の差が 24.6％であるのに対し、業務の性質上テレワークができな

い比率については、最も高い中国と最も低い南関東（東京圏）の差は 10.2％であり、テ

レワーク勤務が可能である人々の中での東京圏のテレワーク経験率が高いことが示され

ている。近畿、東海でも同様に、テレワーク経験率の他地域との差が、業務の性質上テレ

ワークできない比率の他地域との差よりも大きくなっている。感染が都市部を中心に広

まったという面もあろうが、東京圏などの大都市圏ではテレワーク経験率が高い。 

 

第１－３－３図 テレワーク経験に関する地域別の回答比率 

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021 

年１月 15日～20日）により作成。 

２．「テレワークの経験がある」は、2020年４～５月の間にテレワークの経験がある（「ほぼテレワーク（80％以 

上）」、「テレワーク中心（50％以上）で、出勤を併用」、「出勤中心（50％以上）で、テレワークを併用」、「基 

本的に出勤だが、不定期にテレワークを利用」）と回答した比率。 

３．「業務の性質上テレワークは出来ない」はテレワークを利用するつもりはない（または、利用できない）        

理由について尋ねた質問に対し、「業務の性質上、テレワークが困難」と回答した比率。 

４．回答者数は 11,277人（回答に矛盾のあるもの（業務の性質上テレワークは出来ないとしながらテレワーク  

  の経験があると回答したもの）は集計より除外している）。 
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 次に就業者が属する産業別にテレワーク実施率を確認する（第１－３－４図）。2020年

４～５月では「情報通信業」（63.4％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（48.4％）、

「金融業、保険業」（46.1％）、「教育、学習支援業」（33.7％）、「公務」（29.5％）、「不動

産業、物品賃貸業」（28.7％）等が高く、「医療、福祉」、「農業、林業、漁業」、「宿泊業、

飲食サービス業」等は低い。９～12月では、「鉱業、採石業、砂利採取業」を除いたすべ

ての業種において４～５月に比べて実施率は低下しているものの、「情報通信業」

（57.8％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（41.1％）と高い実施率を保っている。

一方で、「教育、学習支援業」、「公務」、「金融業、保険業」は 10％ポイント以上低下して

いる。 

 

第１－３－４図 テレワーク実施率の推移（業種別）

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021 年１

月 15日～20日）により作成。     

２．テレワーク実施率とは、それぞれの時期の経験した働き方として、「ほぼテレワーク（80％以上）」、「テレワーク中 

心（50％以上）で、出勤を併用」、「出勤中心（50％以上）で、テレワークを併用」、「基本的に出勤だが、不定期に 

テレワークを利用」した者の全体に占める回答割合。回答者数は 11,520人。 

 

 テレワーク経験率の高い「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業」の２業種

の生産について、全国（全県計）の生産に占める各都道府県の割合を確認すると（第１－

３－５図）、東京都に 33.5％と約３割が集中し、東京圏では 46.7％を占める。続いて、

道府県で割合の高い順に、大阪府 8.5％、神奈川県 7.4％、愛知県 5.5％、福岡県 4.0％

となっている。東京圏のテレワーク経験率の高さは、テレワークの経験者比率が高い情

報通信業等に勤務する人が、東京圏等都市部に集積していることも影響しているとみら

れる。 
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第１－３－５図 「情報通信業」及び「学術研究、専門・技術サービス業」の各都道府県の割合 

 
（備考）１．内閣府「県民経済計算（2017年度（平成 29年度））」により作成。 

    ２．全国（全県計）の生産に占める各都道府県の割合。 

 

(東京圏で暮らす人の地方移住への関心は高い) 

感染症は、第２章で後述するように、地域経済や人々の生活に大きな影響を及ぼして

いる一方で、働き方、暮らし方を見直す機会ともなり、地方移住への関心にも変化がみ

られる。 

東京圏で、移住に対する関心のある者の比率（以前から関心があり、かつ、感染症の影

響により関心が高まった、あるいは関心が変わらない者、及び以前は関心がなかったが、

感染症の影響により関心が高まった者を合計した比率）を年齢階層別にみると（第１－

３－６図）、20代では 51.7％と半数以上を占め、次いで 30代（46.2％）で高く、若い世
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関心が高まった者が半数を占めている。各年齢階層においても、感染症の影響により、

移住の関心を高めた人の多くは、感染の拡大前から関心を持っていた割合が高い。 

移住に対する関心が高くなった理由をみると（第１－３－７図）、「リモートワーク等

によって職場から離れて仕事ができる」（26.6％）が最も多く、次いで「地方の方が新型
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これまで以上に大事にしたい」（19.6％）等が挙げられている。また、東京都在住の 20～
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の関心が高まった理由として、「テレワークのような場所を問わない働き方が普及するな

か、働き方を変えたいと考えるようになったから」（40.3％）、「暮らし方を変えたいと考

えるようになったから」（31.4％）が挙げられている。地方移住への関心の背景として、

テレワークが普及したこと等、感染症の影響による働き方、暮らし方に対する考えの変

化があるとみられる。 

 

第１－３－６図 移住に対する関心の変化（東京圏、年齢階層別） 

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021年 

１月 15日～20日）により作成。 

２．東京圏の居住者 857人の回答を集計。 

３．「以前は関心がなかった」とは、「あなたは移住について関心がありましたか。新型コロナウイルス感染症が拡大 

する以前（昨年１月頃）の気持ちをお答えください。」との質問に対して、「特に関心は無かった」と回答した者。 

「以前から関心があり」とは、同じ質問に対して、「とても関心があった」、「関心があった」あるいは「やや関 

心があった」と回答した者。 

４．「感染症後に関心が高まった」とは、「今回の感染症の影響によって、移住についての関心に変化はありました 

か。」との質問に対して、「関心が高くなった」あるいは「やや高くなった」と回答した者。「感染症後も関心の 

変化がない」とは、同じ質問に対して、「変わらない」と回答した者。 
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第１－３－７図 移住に対する関心が高くなった理由（東京圏） 

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021年 

１月 15日～20日）により作成。 

２．「今回の感染症の影響によって、移住についての関心に変化はありましたか。」との質問に対して、「関心が高 

くなった」あるいは「やや高くなった」と回答した者を対象。このうち、東京圏の居住者 158人の回答を集計。 

 

同調査においては、地方移住への関心が高まった人に対して、「地方移住するとした場

合の移住先の条件」を尋ねたところ（第１－３－８図）、最も重視する条件として、「首都

圏と簡単に行き来できる」（20.1％）の比率が最も高く、次いで「買い物等日常生活が便

利」（18.9％）が続いており、移住先に首都圏へのアクセスの良さや日常生活の便利さを

求めていることがうかがえる。 
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第１－３－８図 地方移住に関心が高まった人の移住先の条件（最も重視する条件） 

 

（備考）１．大正大学「地方移住や地方企業への関心についてのアンケート調査」（調査時期 2020年 11月）により作成。  

２．コロナ禍前より関心が高まった者が、「地方移住（二拠点居住を含む）するとした場合の移住先の条件」のうち、 

重視する条件の１位に挙げたもの。 

 

人々の地方移住への関心が高まっている一方で、現実に移住を実行に移すことは容易

ではないとみられる。各種調査によれば（第１－３－９図、第１－３－10図）、移住や地

方での就労の障壁として、「新しい仕事を探すこと」、「年収が下がる」、「キャリアを活か

せる仕事はない」等が高い割合で挙げられており、仕事や収入が、地方移住の最大の障

壁となっている。また、仕事や収入以外では、「移住先の社会や地域コミュニティに馴染

めるかという不安」や、「子どもの転校や進学についての不安」、「日常生活の利便性」、

「公共交通手段の利便性」等が挙げられている。 
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第１－３－９図 移住する際に何が妨げになると思うか（東京圏） 

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」（調査期間 2021年 

１月 15日～20日）により作成。 

２．「今回の感染症の影響によって、移住についての関心に変化はありましたか。」との質問に対して、「関心が高

くなった」あるいは「やや高くなった」と回答した者が対象。このうち、東京圏の居住者 158人の回答を集計。 

 

第１－３－10 図 地方での就労の障壁となっている点について 

 
（備考）１．株式会社パソナ「リモートワーク及び地方就業に関する意識調査」（調査期間 2020 年８月 11 日～20 日）により

作成。 

２．対象は、同社の転職支援サービスに５年以内に登録した、現住所が三大都市圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼 

玉県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）在住の者。 

３．回答者数 884 人。複数回答。 

 

テレワーク等の活用は、都市部の企業に就労したまま、地方で暮らすことを可能にす

るという点で、仕事や収入についての障壁を引き下げる可能性がある。東京圏などの都
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市部でテレワークを経験している人々が多いということは、テレワークの定着と拡大が

進めば、これらの人々が現在の仕事を続けながら地方で暮らすという、新たな人の流れ

が広がることが期待できる。また、テレワーク実施率の高い「情報通信業」、「学術研究、

専門・技術サービス業」、「金融業、保険業」、「教育、学習支援業」の４業種の賃金は、全

産業の平均賃金を上回っている（第１－３－11図）。相対的に所得の高い人々が、収入を

低下させずに、地方で暮らす可能性が広がったとも考えられる。 

 

第１－３－11 図 産業別賃金 

 

（備考）１．厚生労働省「令和元年度（2019年度）賃金構造基本統計調査」により作成。 

２．賃金は、一般労働者の所定内給与額。 

 

一方で、このような暮らし方、働き方は、テレワークで業務ができることを前提とし

ている。しかし、前掲第１－３－３図でみたとおり、業務の性質上テレワークはできな

いと考える人も多く、その割合は東京圏以外の地域の方が高い傾向にある。背景として、

地域において、テレワークに適した産業・企業が立地していないことや、通信環境等の

インフラが整っていないこと等もあるとみられる。地域に、企業の移転や人々の移住、

特に後述のように若い世代等を呼び込むためには、テレワークで働きやすい環境を構築

するとともに、テレワーク実施率が高い情報通信業等の企業移転の誘致等も検討課題と

なりうる。 
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(働く場所が自由になれば、地方に住むことを希望する学生は多い) 

東京圏で暮らす人々の中で、移住に対する関心は若い世代の方が高い傾向にある（前

掲第１－３－６図）。これから社会に出て、仕事に就こうとする学生においては、上記の

ようなテレワーク等を活用した働き方に対する意向が強いとみられる。 

 20 代の学生が働きたいと思う会社として、「在宅勤務やリモートワークが可能な会社」

と回答する割合は49.0％と約半数を占め、最も高い割合となっている（第１－３－12図）。

学生は就職・転職の条件としてテレワークができることを重視しているとみられる。 

 

第１－３－12 図 20 代の学生が働きたいと思う会社 

 
（備考）１．ビッグローブ株式会社「ニューノーマルの働き方に関する調査」（調査期間 2020年９月 10日～14日）。 

２．回答者は、全国の 20代の学生 300人。複数回答。 

 

また、就職支援サービス会社のアンケート調査によれば（第１－３－13 図（１））、大

学生、大学院生が最も働きたいと思う勤務地の都道府県が、地元（卒業した高校の所在

する都道府県）である割合は 2014 年卒業予定の学生（調査当時、以下「20XX年卒」とす

る）では 57.4％であり、2021 年卒では 48.7％に低下していたが、2022 年卒では 50.1％

に上昇している。また、「テレワークやリモートワークが推進され、働く場所が自由にな

った場合の理想の居住地域」を尋ねたところ（第１－３－13 図（２））、「東京に住みたい」

と回答する者は 2021年卒の 15.1％から 2021年卒は 12.7％に低下し、「地方に住みたい」

と回答する者が 2021 年卒においても 54.8％と過半数を占めていたが、2022 年卒では
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57.0％に上昇している。働く場所を自由に決められるような環境が実現すれば、地方居

住を希望する学生が多く、感染症の影響により関心のある者が更に増えているとみられ

る。 

 

第１－３－13 図 大学生、大学院生の希望する居住地 

（１） 最も働きたいと思う勤務地が地元である割合

 

（備考）１．株式会社マイナビ「マイナビ 2022年卒大学生Ｕターン・地元就職に関する調査」により作成。  

２．地元就職希望割合とは最も就職したい都道府県が卒業高校の所在する都道府県に一致する割合。 

３．地元進学は現在の学校所在都道府県が卒業高校都道府県に一致、地元外進学は現在の学校所在都道府県が卒業 

高校都道府県に不一致。  

 

（２）テレワーク等により働く場所が自由になった際の理想の居住地域 

 
（備考）１．株式会社マイナビ「マイナビ大学生 U ターン・地元就職に関する調査」により作成。 

  ２．2022年卒は調査期間 2021年３月 18日～４月６日、回答者数 5,910人。 

2021年卒は調査期間 2020年３月 18日～４月６日、回答者数 7,263人。 
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このように、テレワーク等の活用により、場所に制約がない働き方が普及、拡大すれ

ば、次世代を担う若い世代が地方で暮らすことを選択しやすくなるとみられる。 

テレワーク等を活用した地方居住については、若い世代の関心が高い傾向があるもの

の、地域の目線や企業側のニーズ、さらに人生 100 年時代における個人のライフプラン

等に沿うと、定年退職前の世代にとっても訴求力のある働き方、暮らし方であり、「働き

方改革」にもつながるものと考えられる。 
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コラム３：地元に住みながら、東京の企業に就職して働く 

～東京都立川市内ＩＴ企業の交流会と長野県茅野市の連携～ 

 立川商工会議所傘下のＩＴ企業の交流会と長野県茅野市が連携し、今後、地元でのリ

モートワークで勤務することを前提に、東京都立川市内のＩＴ企業に就職する採用枠を

設けることとなった。 

 立川市の企業では、ＩＴ関連人材の獲得が課題であり、一方、茅野市では、同市が行っ

た若者へのアンケートからも若者が希望するＩＴ関連企業の就職先が不足していること

から両者が連携することとなった。交流会を構成する約 30 社で、年間約 50 人の採用を

目指す。 

  採用された学生は、長野県内の自宅やシェアオフィスで、テレワークで勤務する。2020

年夏に、茅野市が運営する、茅野駅前のコワーキングスペース「ワークラボ八ヶ岳」に立

川市のＩＴ企業の交流会の事務所兼シェアオフィスも開設された。対面での打合せ等が

必要な場合であっても、茅野市と立川市は、２時間弱と交通アクセスが便利な位置関係

にある。茅野市は、地元の大学生や同市出身の学生に対して、就職説明会を開き、インタ

ーンシップへの参加を呼び掛ける予定である。 

 テレワーク等の利用により、東京の企業に就職し、地元に住みながら働くという新た

なライフスタイルが可能となっている。 
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コラム４：地域の経済団体からの提言 

～定年退職前の世代をターゲットに地方創生テレワーク～（香川経済同友会） 

香川経済同友会は、地方創生の観点から、2020年７月に、「首都圏等の大都市圏に居住

する人が、勤務先企業を変えることなく全国各地に移住し、テレワークで業務を継続す

る『地方創生テレワーク』」を提言 11している。 

「地方創生テレワーク」の対象となる世代は、基本的には全世代としているものの、

地方の目線からは、学校卒業時に都会に出ていた人材を再び地元に還流させたいとして、

「地元に戻れる機会があれば戻りたい」と考える世代をターゲットとすることも一考の

価値があるとしている。例えば、「子育てに一定の目処が立ち、親の介護が必要で、定年

退職後のこともそろそろ考えなければ」といった、概ね 50 代前半世代である。このよう

な世代であれば、地元に移住して、当面、退職までの期間は、テレワーク等を活用して現

在の勤務先の企業の業務を行いつつ、退職後の再就職を始めとする第二の人生の立ち上

げについても検討を深めることができる。 

同経済団体の会員のうち首都圏等に本社がある企業の支社長・支店長を対象にしたア

ンケート調査(2020年９月実施)によると（コラム１－２－１図）、「地方創生テレワーク」

の利用が積極的に進むと考えられる従業員の属性として、「（地方の）家族に要介護者が

いる従業員」、「定年または役職定年が間近（１～２年後）に控えている従業員」という回

答の割合が多かった。また、本提案を企業の人事部に行った場合、想定される反応とし

て、「シニア人材の処遇に一定のコストを要しており地方と連携して同人材の活躍の場が

作れる可能性があり、この施策に賛成する」という見方が 38％を占めた。 

 

コラム１－４－１図 「地方創生テレワーク」の利用が積極的に進むと考えられる属性 

 
（備考）１．一般社団法人香川経済同友会「地方創生テレワークアンケート」により作成。 

２．回答者数は 45人。複数回答。 

                                                   
11 一般社団法人香川経済同友会「提言 Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナ時代における『地方創生テレワーク』の

実現について」（2020年７月） 
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(企業の事例：地方への機能移転や場所にとらわれない勤務形態の導入) 

 テレワークの浸透も契機となり、企業の中には、本社・一部機能の地方への移転や、サ

テライトオフィスの活用、従業員の居住地域の制限の撤廃等、地方への新たな人の流れ

を後押しする先進的な動きがみられる（第１－３－14 表 地方への機能移転や場所にと

らわれない勤務形態の導入についての企業の事例）。 

 

第１－３－14 表 地方への機能移転や場所にとらわれない勤務形態の導入についての企業の事例 

１． 企業の本社・一部機能の移転   

a社 

（東京都から北海道ニセコ町に本

社を移転） 

 茶類販売大手の a 社は、感染症の感染拡大や災害などから

東京に業務を集中させるリスクは高く、創造的な仕事は東京

より自然豊かな地方の方が適していると以前から考えてお

り、2020 年７月に本社を東京都から北海道ニセコ町に移転し

た。テレワークの浸透によって、場所にとらわれずに働ける環

境が整備されたことも移転を決断する要因となった。 

b社 

（東京都から山梨県小菅村に本社

を移転） 

クラフトビールの製造・販売を行う b社は、2020年 10月に本

社を東京都から醸造所のある山梨県小菅村に移転した。同社

は、感染拡大前から社内でのオンライン化を進めていたが、感

染拡大の下でリモートワークによる業務の効率化が進んだこ

とから移転を決定した。感染症の影響で観光客も大幅に減少

している地元を盛り上げようと、県内の名産品等を用いた商

品の開発等、地元の地方公共団体や県内の事業者と連携した

様々な取組を進め、地域の活性化につなげようとしている。 

c社 

（東京都から鳥取県米子市に本社

機能の一部を移転） 

ソフトウェア開発等のＩＴサービスを提供する c 社は、2020

年 10月、東京都にある本社機能の一部を、リスク分散の観点

から、都市部に比べて感染者数も少なく、自然環境もよく、同

社事業所も存在する鳥取県米子市に移転した。リモートワー

クでも可能な人事や総務等の一部業務を行っている。今後、人

員を増やし、東京の本社業務をさらに移転させ、５年後には従

業員を 40名にする予定である。 
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２．サテライトオフィスの活用 

d社 

（感染拡大後、サテライトオフィス

がバックアップセンターとして機

能） 

テレビ局や動画配信会社の番組編成、動画配信のアウトソ

ーシングを行っている d 社は、大規模停電時等のＢＣＰ（事

業継続計画）対策として、2013 年に、徳島県がサテライトオ

フィスを積極的に誘致している神山町にサテライトオフィス

を開設した。緊急事態宣言下で、東京本社全員がテレワーク勤

務になった際には、顧客の基幹系システムの業務について専

用端末の使用が必要であり、在宅での業務が不可能であるた

め、サテライトオフィスがバックアップセンターとして機能

した。また、今後は東京の１か所のオフィスで行っていた業務

を、都内各地の複数拠点に分散化していく予定である。 

e社 

（支店の空きスペースを活用し、サ

テライトオフィスを拡大） 

 e銀行は、感染拡大を受けて、テレワークによって行員の出

社率を抑制している。このため、テレワークの拠点となるサテ

ライトオフィスについて、支店の空きスペースを活用する形

で 2020 年度は首都圏及び大阪・名古屋で 18 拠点を新設し計

26 拠点まで拡大した。さらに拠点を増やす計画を持つ。行員

のテレワーク環境を整備することにより、2021 年度には全行

員がテレワーク可能な体制を整える。 

ｆ社 

（地域の新しいビジネス機会の創

出の場としてのコワーキングスペ

ース） 

 ｆ地域金融機関では、2017 年以降、東京都、福岡県等の複

数拠点にコワーキングスペースを設置している。オフィス機

能の提供にとどまらず、利用者同士の交流を促し、地域の新し

いビジネス機会の創出の場となることを狙いとしており、取

引先企業にとどまらず、スタートアップ企業やフリーランス

等様々な人が利用している。2020 年の夏以降は、分散勤務を

図りたい企業からの問い合わせや、在宅では通信環境等、働く

環境が整っていない人の利用も増えている。 
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３．従業員の居住地域の制限の撤廃・緩和 

g社 

（本社での部署やポストを維持し

たままの遠隔地勤務を認める） 

総合エレクトロニクスメーカーg社は、親の介護や配偶者の

転勤などの事情で遠隔地に移住せざるを得ない従業員などの

離職を防ぐため、本社での部署やポストを変更せずに遠隔地

からテレワークや出張で業務を継続できる遠隔地勤務制度の

整備を行っている。また、単身赴任者についても、テレワーク

と出張によって対応できる場合には単身赴任を解消してい

く。g 社は、オフィスへの出社率を最大で 25％程度として在

宅勤務を進めており、国内のグループ会社を含めたオフィス

面積を約３年で見直して、快適で創造性を発揮できるオフィ

スを構築する。 

h社 

（居住地を問わず、全国から在宅勤

務可能な専門エンジニアを採用） 

ソフトウェアの品質保証等を手がける h 社は、アフターコ

ロナの世界を見据えて、居住地を問わず、入社後、在宅勤務で

働き続けるエンジニアの採用を始めた。h社の在宅勤務では、

社内環境と同等の情報セキュリティレベルを維持しながら、

多様なライフスタイルの実現とより高い生産性を目指す。入

社した者には、在宅ワークの業務環境整備のため、在宅勤務環

境応援金として 100 万円を h 社が負担する。既に、正社員と

して採用され、地方に居住しながら、全国各地の業務に従事し

ているエンジニアがいる。 

i社 

（転居せずオンラインで異動先の

業務をこなす新しい転勤を導入） 

オフィスビルや商業施設の運営・管理を行う i 社は、従来

であれば転居を必要とした異動先の業務（すなわち転勤）を、

転居することなく遠隔地から行う新たな転勤制度の導入を進

めている。営業担当の女性を中心に、リモートワークを活用

し、これまで現地でしか対応できないとされた業務を見直す

等実証実験を重ね、2021年度より一部制度化している。 

 

背景には、テレワークの普及以外の要因も重なっている。まず、東京一極集中のリス

ク回避である。従来から、企業の本社機能等が東京に集積していることは、自然災害等

発生時のリスクとされていた。今般、東京等の都市部を中心に新型コロナウイルス感染

が広がったこともあり、集積のリスクについて改めて認識されたとみられる。また、単

身赴任の解消、子育てや介護への対応等、個人のワークライフバランスの充実や豊かな

暮らしの実現に向けて、働く場所も含めて、柔軟性ある働き方が求められるようになっ

ている。さらに、企業にとっては、東京のオフィス機能縮小や社員の働く場所の分散は、
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東京の高額な賃料等の負担を軽減する等のメリットもある。 

こうした地方への企業の移転、社員の移住等の取組は、地方に暮らしながら、これま

でであれば都市部でしていたような仕事をするという新たなライフスタイルを示すとと

もに、移転先や移住先の地域経済の活性化にも寄与することが期待されている。 

 

３－２ 地域とつながりながら、都会で暮らす 

テレワークの普及等によって、場所を問わずに働くことが可能となれば、地方に暮ら

しながら都市部の仕事ができる可能性が広がるだけでなく、都市部で暮らしながら地方

の仕事ができる可能性が広がる。地方への移住は、仕事以外の面でも、地域コミュニテ

ィとのつきあい方、子どもの教育問題等が障壁となりうる（前掲第１－３－９図、第１

－３－10 図参照）ことを考えれば、地方創生や地域の課題解決に向けて、都市部に暮ら

しながら、地域とつながる機会を増やす、いわゆる「関係人口 12」の増加も期待される。 

地域とのつながり方が様々あるなかで、テレワークの普及により地域とつながる機会

の増加が見込まれ、かつ地域経済の活性化への効果が期待されていることから、本節で

は、副業・兼業により地域の企業で働くこと及び、ワーケーションによって地域とつな

がること、の二つに焦点を当てることとする。 

 

(テレワークの利用度が高い企業ほど、副業・兼業制度の導入が進んでいる) 

 まず、副業・兼業を取り巻く状況について概観する。副業・兼業については、副業を希

望する者が増加傾向にある 13中で、副業・兼業を認めている企業が少ないことから、その

普及・促進が課題となっている。「働き方改革実行計画」（2017 年３月）を踏まえ、厚生

労働省は、2018 年１月に「モデル就業規則」を改定し、労働者の遵守事項のうち「許可

なく他の会社等の業務に従事しないこと」とする規定を削除し、副業・兼業についての

規定を新設した。また、同月に、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、

企業や労働者が、労働時間管理や健康管理等、現行の法令の下で留意すべき事項をまと

め、さらに 2020年９月に本ガイドラインを改定し、企業や労働者が安心して副業・兼業

を行うことができるようルールを明確化している。企業側からみても、兼業・副業の普

及・促進は、優秀な人材の獲得、労働者が社内で得られない知識・スキルを獲得できる等

のメリットがあると考えられる。現状では副業・兼業を認める企業は２割程度 14にとど

まるものの、このような環境整備によって、今後の副業・兼業の普及・促進が期待され

                                                   
12「関係人口」とは、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人々のことを指す。当該地域に定住はしていない

が、観光のように一時的に訪れるだけでなく、例えば、地域の祭りに毎年参加し運営にも携わる、副業・兼業で

地域の企業・ＮＰＯで働くなど、地域や地域の人々とつながりを持っている。 
13 総務省「就業構造基本調査」によれば、副業を希望する者は、2002 年 331万人、2007年 346 万人、2012年

368万人、2017年 424万人。 
14 一般社団法人日本経済団体連合会「2020 年労働時間等実態調査」による。 
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る。 

次に、感染症の影響がある中で、労働者や企業の副業の状況及び関心等について確認

する。現時点（2020 年 12 月時点）での、労働者の副業の状況及び関心の有無について

は、意識調査で確認すると（第１－３－15 図）、「副業を実施中」である者は、各年齢階

級とも１割程度であるが、「副業に関心があるが、行っていない」者は 52.2％と半数を超

える。年齢階級別では、20 歳代は 62.5％、30 歳代は 59.8％に上り、若い世代で関心を

持っている者が多い。副業を行っていない理由として、「本業の勤務先で副業が許されて

いないため」が 39.3％で最も多く、「適当な副業が見つからない」が 38.6％、「本業と副

業を両立できるか不安」が 27.1％で続いている（第１－３－16図）。「勤務先の副業に関

する制度」を勤務先の企業規模別でみると（第１－３－17 図）、「許容されている」と回

答した者は、２～29人規模で 41.7％、1,000 人以上規模では 21.2％であり、企業規模が

大きいほど副業が認められていない傾向がある。若年層を中心に副業に関心がある労働

者は多いものの、多くの勤務先、特に大企業では、副業を認めていないのが現状である。 

 

第１－３－15 図 年齢階級別副業の実施状況及び関心 

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

     ２．回答者は、就業者。 
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第１－３－16 図 副業に関心があるが行っていない理由 

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

     ２．回答者は、副業に関心があるが、行っていない就業者。 

 

第１－３－17 図 企業規模別勤務先の副業に関する制度 

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

     ２．回答者は、雇用者。 

39.3 

38.6 

27.1 

20.1 

4.7 

1.9 

2.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

本業の勤務先で副業が許されていないため

適当な副業が見つからない

本業と副業を両立できるか不安

どのような副業に取り組めばよいかまだ検討中

本業の勤務先での人事評価等に影響しないか不安

その他

わからない

（％）

28.3

41.7

28.2

23.5

21.2

8.4

10.5

9.7

7.3

6.3

10.7

7.9

10.5

12.3

12.1

36.4

19.3

33.8

40.8

49.1

16.0

20.3

17.7

16.0

11.1

0.2

0.3

0.1

0.2

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

全体

２～29人

30～299人

300～999人

1000人以上

許容されている 許容・禁止が曖昧である
例外的に許容されている（原則禁止） 禁止されている
制度を知らない・わからない その他

（％）



  

52 
 

 

一方で、各種民間アンケート調査からは、感染の拡大を受けて、副業への意欲が高ま

った、テレワークが普及する中で副業の仕事がやりやすくなった、と感じている人がい

ることがうかがえる 15。感染症の影響、さらにはテレワークの普及により、個人の副業へ

の関心や意欲は高まっているとみられる。 

また、企業においても、テレワークの利用度が高い企業ほど、副業・兼業制度の導入が

進んでいる傾向があるとみられる。国土交通省の企業向けアンケート調査（東京都内に

本社を置く上場企業を対象）により、2020 年８月時点のテレワークの利用度別に、副業・

兼業制度の導入状況をみると（第１－３－18 図）、テレワークを全く利用していない企業

で副業の実績があるのは 10％、計画または検討中が 13％であるのに対し、利用度が９割

以上の企業で実績があるのは 40％、計画または検討中が 25％と比率が高くなっている。

テレワークの利用度の高い企業では、副業・兼業を認めている割合が高い傾向にあるこ

とから、両者には親和性があり、テレワークが定着・拡大すれば、副業・兼業の普及を後

押しするとみられる。 

 

第１－３－18 図 副業・兼業制度の導入状況（テレワーク利用度別） 

 

（備考）１．国土交通省「企業等の東京一極集中に係る基本調査（企業向けアンケート）」（調査期間 2020年８月 27日～ 

９月 10日（Ｗｅｂ）、９月 23日（郵送））。 

    ２．対象は、東京都内に本社を置く上場企業（経営企画部または人事部の管理職）。 

３．テレワークの利用度は、2020年８月時点。 

 

                                                   
15 エン・ジャパン株式会社「副業実態調査」（2020年 10月）、株式会社ＹＯＵＴＲＵＳＴ「新型コロナウイルス

の影響下における働き方の実態・意識調査」（2020年５月）等。 
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(地方における企業の人材需要と都市部の人材のマッチングの動き) 

副業・兼業ができる人材の増加は、地方の企業にとっては、これまで都市部に偏在し

てきた高い専門性やノウハウ等を持つ人材を活用できる機会となる。また、働く側にと

っては、本業を持ったままで、自らの専門性やスキルを活かして、地方企業の課題解決

に貢献できるなど、活躍できる場を広げる機会となる。 

このような可能性を確かなものとするためには、地方の企業の人材需要と都市部に勤

務する人材供給をマッチングさせることが必要である。地方の企業が単独で都市部の有

用な人材を求め、採用にまで結びつけるのは、都市部の人材についての情報がない、企

業の中で依頼すべき経営課題が特定できていない等、簡単ではない。このため、地方公

共団体、地域金融機関、人材紹介会社等、人材をマッチングするための情報を有してい

る関連機関が連携して進める仕組みを構築することが求められる。特に地域金融機関は、

日常的に地域企業と関わりがあり、各企業の経営課題や必要とされている人材を的確に

把握できる立場にあると考えられることから、重要な役割を果たすことが期待されてい

る。政府もこのような形でマッチングが進むことを支援しており、第２期「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」（2019 年 12月閣議決定）において、2020年度より３年間、地域の

中堅・中小企業の経営課題解決等に必要な人材マッチング支援を抜本的に拡充するため

の「地域人材支援戦略パッケージ」を集中的に推進するとしている。具体的には、地域企

業の経営課題を把握している地域金融機関等による人材マッチング事業の支援に加えて、

潜在成長力のある地域企業に対する経営戦略の策定支援と、プロフェッショナル人材の

採用支援活動を行う「プロフェッショナル人材事業」16について、各道府県の「プロフェ

ッショナル人材戦略拠点」の経営相談体制等の強化により、副業・兼業を含めた東京圏

等の人材と地域企業とのマッチングを支援し、さらに副業・兼業については移動費につ

いて支援を行っている。 

  

                                                   
16 東京都と沖縄県を除く 45道府県が「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置し、2016 年１月から本格稼

働。各拠点は、地域企業の経営者等を対象に、セミナー等の開催や個別訪問を通じて、新事業開発や新販路開拓

等の「攻めの経営」を促すとともに、企業の成長に必要なプロ人材ニーズを明確化し、民間人材ビジネス事業者

等と連携してマッチングを図る。有望企業の発掘や成長戦略の策定にあたっては、必要に応じて、地域金融機関

とも積極的に連携している。 
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コラム５：地方の中堅・中小企業と都心部の副業人材をマッチング 

 プロフェッショナルな人材に特化したビジネスマッチングサービスを展開しているＡ

社は、即戦力となる外部人材を業務委託、派遣、紹介という形態で様々な企業に供給し、

企業の経営課題の解決を支援している。こうした活動の一環として、同社はキャリアア

ップや地域貢献の機会を得たい都市部の人材と人材が不足する地方企業を、「副業」でマ

ッチングするサービスに力を入れている。地方への展開強化として、地方自治体、地域

金融機関等と提携及び事業連携を行い、44 都道府県で副業人材マッチングを実施してい

る。副業希望の登録者は、2020 年４月に約３千人であったが、現在（2021年 8月）では、

約６千５百人と倍増している。また同社は、「プロフェッショナル人材戦略拠点」の全拠

点と連携し、都市部大企業等の人材を期限付の出向・研修等という形態により地域企業

（特に中堅・中小企業）へ還流する取組にも参加している。 

一方、富山県の南西部に位置する南砺市では、市と南砺市商工会、Ａ社が協力して、都

心部人材と地域企業のマッチングを促進する「南砺市『副業』応援市民プロジェクト」を

進めている。同市では、専門性のある人材がいないことが地元企業の抱える課題と認識

していたが、そうした人材を募集しても応募がないという状況にあった。同プロジェク

トでＡ社は、都市部人材と地方企業を「副業」でマッチングするサービスを提供してい

る。その結果、2018 年度には、地方企業の人材募集に 97 名が応募し、12 名が採用され

ることとなった。例えば、同市が産地である野球の木製バットを製造する企業において、

コンサルティングの経験があり、かつ野球を趣味とする東京在住の 30代の副業者が約１

年間、事業継承及び中長期の経営計画作りで活躍している。 
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(ワーケーションで仕事と休暇を組み合わせる) 

続いて、ワーケーションについて概観する。ワーケーションとは、仕事（Work）と休暇

（Vacation）を組み合わせた造語であり、テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、

国立公園等、普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ、仕事を行うことである。

休暇を中心に、リゾート地等でテレワークをする、仕事を中心に、地域の人との交流を

通じて地域の課題を解決する、普段の職場とは異なる環境で合宿・研修を行う、サテラ

イトオフィス等で働くなど、ワーケーションには様々な形がありうる（第１－３－19 図）。 

 

第１－３－19 図 ワーケーションイメージ 

 

（備考）観光庁「新たな旅のスタイル」企業向けパンフレットにより作成。 

 

感染症の影響によるテレワーク等の普及や働き方が多様化する中で、感染の拡大防止

を図りながら、安心かつ快適に旅行をするためには、休暇の分散化を図る必要がある。

このため、新しい旅のスタイルとしても、ワーケーションが注目されており、政府、企業

（送り手側）、受入地域、観光業界、経済団体が連携しながら、その普及を図ろうとして

いる。 

 

(ワーケーション希望者は若い世代や東京 23 区在住者に多い) 

では、働く人はワーケーションについてどのように認識しているのか、ワーケーショ

ンの実施希望について確認する。意識調査により、ワーケーションの実施希望を類型別

にみると（第１－３－20 図（１））、出張先等で、滞在期間を延長して余暇を楽しむブレ

ジャー型は 14.8％、リゾートワーク型（自費で休暇中にテレワークをする）は 12.3％、

企業が費用負担する研修型は 11.9％、サテライトオフィス型は 11.3％であり、いずれか

１つ以上を実施したいと回答した者は 34.3％である。年齢階級別では、20歳代が 47.5％、
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30歳代が 43.3％と高くなっている（第１－３－20図（２））。居住地域別でみると（第１

－３－20図（３））、東京 23区が 43.6％、東京圏が 39.1％、地方圏が 30.4％であり、東

京で暮らす人の方がワーケーションを希望する人が多いとみられる。ワーケーションへ

の関心について、民間意識調査で「新しい働き方として政府が提唱するワーケーション

をしてみたいか」とたずねところ、「そう思う」が 23.7％、「ややそう思う」が 35.3％と

６割近い人が関心を示し、年齢階級別では 20 代、30代が高い。同調査によれば（第１－

３－21 図）、ワーケーションを実施する上での条件として、「会社がワーケーションを推

奨する（制度が整う）」（43.5％）、「有給休暇を使わず通常勤務扱いになる」（39.0％）、

「会社の費用負担がある」（39.0％）等が挙げられ、会社側のサポートがあれば、ワーケ

ーションをしてみたいと考えている人が相当数いるとみられる。また、ワーケーション

の際、希望する設備・環境については、「のんびりとした空間」が 38.6％、「おいしい食

事」が 38.6％、「セキュリティ保護されたＷｉ-Ｆｉ」が 36.6％と高い割合で挙げられて

いる（第１－３－22図）。ワーケーションの受け入れを行う地域においては、これらの要

望にこたえる地域資源や条件整備が求められていると言えよう。 

 

 

第１－３－20 図 ワーケーションの実施希望 

（１）類型別 

 

  

34.3 

14.8 

12.3 

11.9 

11.3 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

いずれか１つ以上を実施したいと回答

ブレジャー型

（出張先等で、滞在期間を延長して余暇を楽しむ）

リゾートワーク型のワーケーション

（自費で休暇中にテレワークする）

企業が費用負担する研修型のワーケーション

（グループワーク等を行う）

サテライトオフィス型のワーケーション

（地方のサテライトオフィス等で、通常の勤務時間に通常と同様の

業務を行う）

（％）
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（２）年齢階級別 

 

 

（３）居住地域別 

 

（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

     ２．回答者は、就業者数。 
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第１－３－21 図 どのような条件が整えばワーケーションをしてみたいか 

 

（備考）１．ビッグローブ株式会社「ニューノーマルの働き方に関する調査」（調査期間 2020 年９月 10日～14日）。 

    ２．回答者は、全国の 20代～50代の社会人 1,200人。複数回答。 

 

第１－３－22 図 ワーケーションをする場合、 

どのような設備・環境のある場所で仕事をしたいか 

 
（備考）１．ビッグローブ株式会社「ニューノーマルの働き方に関する調査」（調査期間 2020 年９月 10日～14日）。 

    ２．全国の 20代～50代のワーケーションに関心のある社会人 955人が回答。複数回答。 

 

(ワーケーションに対する地方公共団体の関心は高い) 

ワーケーションを地域活性化のチャンスととらえている地方公共団体は多い。ワーケ

ーションは、旅行シーズンではない時期に、通常の観光よりも長期の滞在が見込まれる

ことによる経済効果のみならず、地域住民との関わりが生まれること等により、当該地

域に継続的に多様な形で関わる人 （々関係人口）の増加に効果的とされている。さらに、

ワーケーションにより当該地域を何度も訪れる関係人口を増やし、企業や個人に当該地

43.5 
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（％）
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域に対する関心を深めてもらうことを通じて、将来的な移住につながりうることも期待

される。 

ワーケーションの受け入れを、感染症発生以前から推進していた県として、和歌山県

と長野県が挙げられる。和歌山県では、後述のコラム（「企業に付加価値の創造を提供で

きるワーケーション～和歌山県によるワーケーション受け入れ推進の取り組み～」）のよ

うに、サテライトオフィス等の施設や通信環境のインフラ等ハード面の整備に加えて、

地域の人々との交流、地域の課題解決等、地域ならではの創造的な体験・経験が得られ

るよう、ワーケーションの内容の充実を図ろうとしている。また、企業等の要望に応じ

たコーディネートや情報発信が重要との気づきから県内の関係事業者を一元的に登録し、

包括的にプロモーションを行う等、対外的な広報・周知活動にも力を入れている。 

和歌山県と長野県が全国の地方公共団体に参加を呼びかけ、2019 年に全国 65 の地方

公共団体（１道６県 58 市町村）の参加により「ワーケーション自治体協議会（ＷＡＪ：

Workation Alliance Japan）が設立された。同協議会では、ワーケーションを受け入れ

る地方公共団体側の情報の一元的な発信や会員同士の情報交換会等を行っている。また、

ワーケーションの全国的な推進に向けて、2020年 10月より、日本経済団体連合会、日本

観光振興協会と共にモニターツアー事業を実施する等、経済団体との連携も図っている。

協議体に参加する自治体の数は、2021 年３月には 178自治体（１道 21県 156市町村）と

２年で約 2.7 倍に増加しており、多くの地方公共団体がワーケーションに関心と期待を

抱いていることがうかがえる。 
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コラム６：企業に付加価値の創造を提供できるワーケーション 

～和歌山県によるワーケーション受け入れ推進の取り組み～ 

和歌山県は、紀南地域を中心にＩＴ企業の誘致活動を展開する中で、その入口として

同県で仕事をすることを体験するきっかけとなるよう、2017 年よりワーケーションの受

け入れ推進に本格的に着手した。 

同県では、企業向けの出張型ワーケーションに重点を置いている。ワーケーションを、

いつもの職場から離れて、地域ならではの「人」「取組」「自然」に触れることによるイノ

ベーション（Innovation）や、地域住民と交流しながら地域課題の解決や新たなビジネス

モデルの創出に取り組むなどのコラボレーション（Collaboration）等、企業に付加価値

の創造を提供できる場にしたいと考えている。 

県主導による通信ネットワーク環境の整備やワーケーション体験イベントの開催等の

推進に加えて、市町村が、自らの地域の政策目的の達成の手段として、地域資源を活用

し、受入れ体制整備に協力している。例えば、白浜町では、海辺に近く、空港からの交通

アクセスが良い、という好立地を活かし、政策目的とする企業誘致の入口として、ワー

ケーションを通じた生産性の高いテレワーク環境の提供に努めている。町営のサテライ

トオフィス等の整備に加えて、現在では民間投資によるサテライトオフィスが整備され

る等、受け入れ設備の整備も進んでいる。また、熊野古道を有する田辺市では、首都圏企

業の次世代リーダーが、同市の地域起業家の育成を応援する事業と連携し、起業を目指

す当事者と共に地域課題の解決に取り組む研修型のワーケーションを実施している。 

また、同県では、ワーケーションを受け入れるに際しては、企業等の要望に応じたワ

ーケーションのプランの作成やコーディネート及び情報発信が重要であることに気づき、

ワーケーションの受け入れビジネスを行う民間事業者、具体的には宿泊施設、ワークプ

レイス（Ｗｉ－Ｆｉと電源が整備されてテレワークができる場所）、アクティビティ（地

域ならではの様々な体験）に関する事業者及びワーケーションをコーディネートする事

業者を一元的に登録して、包括的にＰＲを推進している。 

このような取組の結果、2017～20 年度の４年間で 118 社 1062 名がワーケーションを

体験している。2020 年度は、感染症の影響により、人の移動が自粛されたため、体験者

数は 152 名にとどまったものの、ワーケーション自体に注目が集まったことを好機とし

て、企業にワーケーションの価値や魅力を認知してもらうことを目的としたオンライン

イベントの開催等を行っている。同県では、ワーケーションの効果のうち、余暇の部分

ばかりに焦点が当たることによって、企業への普及が進まなくなる懸念があるため、イ

ノベーションの創出や地域貢献の効果など、企業に付加価値の創造を提供できるといっ

た、より広範な効果を知ってもらいたいと考えている。  
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３－３ 地方への新たな人の流れの加速に向けて 

感染の拡大防止に向けて、テレワーク等の経験が高まったことにより、若者を中心に

地方に対する関心が高まる等、人々の意識・行動にも変化が生まれ、地方への新たな人

の流れに向けた動きが生じている。 

この機を逃さず、これまで東京一極集中の背景となった要因も踏まえながら、地方へ

の新たな人の流れの促進に向けた政策を講じていくことが期待される。 

本節では、そのための課題として、人の流れを積極的に促す仕組みの推進、テレワー

クの定着・拡大させるための企業における環境整備、テレワークや働き方改革を促進す

る雇用環境の構築、若者や女性等に魅力的な地域づくりについてみていく。 

 

(人の流れを促す仕組みの推進に向けて) 

東京からの人の流れが生じているこの機を逃さず、地方への人の流れを拡大していく

観点から、東京圏に立地する企業などに勤めたまま、テレワーク等を活用して地方に移

住する「転職なき移住」を実現するために、「「地方創生テレワーク」（コラム７：「地方創

生テレワーク」の推進参照）等の取組や以下のような人の流れを積極的に促していく仕

組みづくりが進展している 17。 

大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材確保を

支援するため、2020 年度より、地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）で管理する大企

業の人材リストを通じた、地域金融機関等による人材マッチングを推進する取組（「地域

企業経営人材マッチング促進事業」）が金融庁により行われている。今後、仲介役として

重要な役割を果たす地域金融機関における仲介能力の向上を強く促していくとともに、

１万名規模のリストの早期実現に向けた取組を進めていくこととされている。また、前

述の内閣府の「プロフェッショナル人材事業」18においても、都市部の大企業等と連携し、

出向等により、地方の企業と大企業の人材とのマッチングが行われており、今後、連携

先が拡大されていくことが期待されている。 

企業人材を地方公共団体に派遣する仕組みについては、三大都市圏の企業社員が、地

方圏の市町村において、地域の魅力向上につながる業務に従事する総務省の「地域おこ

し企業人」19を、2021 年度から「地域活性化起業人」（企業人材派遣制度）として、観光

振興、地域産品の開発・販路拡大、ＩＣＴ分野等に加え、中小企業の生産性向上等に向け

たハンズオン支援等、地域の経済活性化に向けて幅広い活動に従事する制度へとリニュ

ーアルし、受入市町村についても拡大することとした。 

                                                   
17 経済財政諮問会議（2021 年３月 22日）資料３－１「東京一極集中是正と活力ある地方の実現・大学改革に向
けて」（有識者議員提出資料）参照。 
18 脚注 16参照。 
19 2020年度まで「地域おこし企業人制度」として推進。 
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都市部から過疎地域等に移住して、地域協力活動を行う「地域おこし協力隊」につい

ては、概ね１～３年の任期の後、約６割が定住している。現在約 5,500 人の隊員が活動

中であるが、隊員数を 2024 年度に 8,000人に増やすという目標が掲げられている（コラ

ム８：「地域おこし協力隊」参照）。 

地方での暮らしを支援するため、国土交通省が構築を支援し、民間事業者が運営する

「全国版空き家・空き地バンク」については、2021 年 3 月時点で１万 828 件が登録され

ているが、地方公共団体との連携等によりその活用拡大を図り、空き家等を活用した二

地域居住・地方移住を支援していくことが有効と考えられる。 

以上のような政策を、データの把握やエビデンスに基づく分析・検証を行いながら、

推進していくことが効果的と考えられる。 

 

コラム７：「地方創生テレワーク」の推進 

 

感染症拡大の影響により、テレワークの経験者が増え、地方移住への関心が高まって

いることから、政府では、テレワーク等を活用して、東京圏に立地する企業などに勤め

たまま、地方に移住して、地方で仕事をする「転職なき移住」を実現するために、「地方

創生テレワーク」を推進し、地方への新しい人の流れにつなげようとしている。 

主な取組としては、2020 年度に「地方創生テレワーク交付金制度」を創設し、サテラ

イトオフィスの整備等、地方創生テレワークを推進する地方公共団体の取組を支援して

いる。また、地方創生テレワーク推進事業として、地方公共団体・企業・働き手に対する

ワンストップでの情報提供や、地域の強みを活かした取組につながる相談対応など地方

創生テレワークの実現に向けた取組を支援する。さらに、個人が自発的に地方に移住す

ることを促進するため、地方創生移住支援事業の対象を拡充し、東京での仕事をテレワ

ークにより続けながら移住する場合にも、最大 100 万円の支援金を支給することとして

いる。 

2020年 12月に内閣官房に、経済界、自治体、有識者、関係府省等が参画する「地方創

生テレワーク推進に向けた検討会議」が設置され、推進に向けての課題と取組の方向性

を整理し、2021 年４月に、提言「『転職なき移住』による地方への人と知の流れの創出～

「働き方」を変え、「生き方」を変え、そして「社会」が変わる～」が取りまとめられた。

提言では、地方創生テレワークの実現に必要な施策として、情報提供や個別相談、自己

宣言制度・表彰制度等が提案されており、経済界や自治体、関係省庁が連携し、一体とな

って政策を推進することとされている。 
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コラム８：「地域おこし協力隊」 

 

「地域おこし協力隊」とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動

し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員

は、概ね１～３年の任期中に、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・

ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力

活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組である。総務省が、地域おこし

協力隊に取り組む地方公共団体に対して、特別交付税措置等の支援を行っている。 

隊員は 2020年度には、約 5,500 人まで、増加している。 

2020 年３月末までに任期終了した地域おこし協力隊員の定住状況について調査したと

ころ、累計で 6,525人のうち、年齢構成では 20代が 2,001 人（30.7％）、30代では 2,598

人（39.8％）と 20代、30代が隊員の約７割を占める。任期終了後の隊員の動向について

は、活動した市町村に定住した人が 3,310 人(50.7％)、活動した市町村の近隣に定住し

た人が 804 人(12.3％)と併せて 4,114 人と、約６割が活動地、又は活動地の周辺に定住

している。同一市町村に定住した隊員の進路は、約４割が就業、約４割が起業、約１割が

就農・就林等となっている。主な就業先としては、行政関係（自治体職員、議員、集落支

援員等）、観光業（旅行業・宿泊業等）、農林漁業（農業法人、森林組合等）、地域づくり・

まちづくり支援業等であり、主な起業内容としては、飲食サービス業（古民家カフェ、農

家レストラン等）、宿泊業（ゲストハウス、農家民宿等）、クリエイター関係（デザイナ

ー、写真家、映像撮影者等）、６次産業（猪や鹿の食肉加工や販売等）が挙げられる。 

隊員数を 2024年度に 8,000人に増やすという目標の達成に向けて応募者の裾野を拡大

するため、２週間～３か月の間、実際の地域おこし協力隊の活動に従事する「インター

ン制度」を 2021年度から創設した。 
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コラム１－８－１図 地域おこし協力隊の任期終了後の状況 

（備考）総務省資料により作成。地域おこし協力隊の任期（最長３年）を 2020年３月末までに終了した隊員(6,525人）が対象。 

 

(テレワークの定着・拡大に向けた企業の環境整備が必要) 

地方への新たな人の流れの定着・拡大に向けては、テレワークの全国的な定着・拡大

が前提となると考えられる。 

テレワークは、初回の緊急事態宣言の時期であった 2020年４月、５月に急速に広ま

ったが、12月時点ではやや低下している（前掲第１－３－１図）。意識調査では、テレ

ワーク実施の減少又は中止の理由として、「職場のテレワーク実施方針が変化した」

（44.8％）、「職場の雰囲気が変化した（職場の方針は変化していない）」（14.6％）等が

挙げられている。一方で、テレワーク希望者（常時に加えて不定期の利用希望者を含

む）は 36.7％と、12月時点のテレワーク実施者（21.5％）を上回っている（第１－３

－23図（１）（２））。また、テレワーク実施中の就業者では約９割がテレワークの継続

を希望し、テレワークをやめた就業者の約３分の２がテレワークの再開を希望してい

る。感染症の終息後、感染拡大防止を目的としたテレワークの必要性は低下すると見込

まれるものの、日常業務の中に更にテレワークを取り込みたいという意向がみられる。 

 

  

活動した市町村に定住

50.7%

活動した市町村

の近隣に定住

12.3%

他の地域に転出

21.8%

その他・不明

15.1%

約６割が活動地の周辺

に定住（4,114人）
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第１－３－23 図 テレワーク実施状況、実施希望 

（１）現在（12 月）のテレワーク実施状況

 

 

（２）今後のテレワーク実施希望 

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

   ２．現在（12月）のテレワーク実施状況別に回答。 

 

企業において、テレワークを導入・実施していない理由としては、企業のアンケート

調査によれば（第１－３－24図）、「できる業務が限られているから」（68.1％）の比率

が高いが、「情報セキュリティの確保が難しいから」（20.5％）、「紙の書類・資料が電子

化されていないから」（16.6％）、「テレワークできない従業員との不公平感が懸念され

るから」（15.7％）等が挙げられている。また、テレワークのデメリットとして、経験

した者からは、「社内での気軽な相談・報告が困難」、「取引先等とのやりとりが困難」、
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「画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス」等、コミュニケー

ションの難しさが指摘されている（第１－３－25図）。テレワークの定着・拡大に向け

ては、企業がテレワークを積極的に活用することを方針として示す等、企業全体として

取り組み、こうした課題を解決していくことが必要と考えられる。 

 

第１－３－24 図 テレワークを導入・実施していない主な理由

 
（備考）１．厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」（第４回,2020年 11月 16日）、資料１「テ 

レワークの労務管理等に関する実態調査（速報版）」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）（調査期間 

2020年８月 20日～10月８日）により作成。 

２．回答者は、テレワーク非実施企業 2,424社。複数回答。 
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第１－３－25 図 テレワークのデメリット

 
（備考）１．内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（第２回）」（調査期 

間 2020年 12月 11日～17日）により作成。 

     ２．テレワーク経験者が回答。 

 

テレワークを行う業務については、必ずしも既存の業務を前提に検討するのではな

く、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合もあると考えられる。業務の性

質上、テレワークを実施するのが難しい業種や職種 20があるが、一方で、自らの仕事は

テレワークができないと認識している場合も、実際にやってみれば対応可能な場合もあ

る 21。また、テレワークがしやすい業種や職種であっても、企業あるいは職場の文化と

して、対面での会議が主流であったり、書類のペーパーレス化が進んでいなかったり、

あるいは、不必要な押印や署名が障壁となっている等のために、テレワークの導入や実

施が難しいことがある。このような場合は、例えば、オンライン会議や面談の効果的な

活用、決裁の電子化等、経営者の意識改革、業務のやり方の見直しで導入や実施ができ

ることもあると考えられる。企業の取組を支援するためには、国や地方公共団体等にお

いて、テレワーク導入に関するマニュアルや好事例集等の情報提供等を行うことが求め

られている。さらに、企業によるテレワークの取組状況の公表を促していくことによ

                                                   
20 厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」第１回参考資料では、業務の性質上テレワ

ークを実施するのが難しい業種とは、軽作業、販売業、警備・清掃業、建築等、製造、ドライバー、理美容、医

療・福祉専門職等。 
21 「年次経済財政報告」（令和２年度）によれば、内閣府意識調査によると、自分の仕事はテレワークできない

又は合わないと回答している者の割合は、テレワーク経験のある者 34.6％、経験がない者は 71.5％と大きな開

きがある（同書第２－１－６図参照）。 
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り、テレワークのさらなる拡大につながると考えられる。特に、地方企業がテレワーク

の取組状況を積極的に開示することにより、若者などから就業先として選ばれるように

なり、地方への移住にも大きく寄与することが期待される。 

また、地域経済では中小企業が大きな役割を担うが 22、テレワーク実施率は、企業規

模が小さいほど低い傾向 23がある。地域のテレワーク環境を整備していく上では、中小

企業のテレワークの導入支援が課題となっている。 

 

(テレワークと働き方改革を相まって進める) 

テレワークは、職場以外の場所で、非対面で働くこととなるため、働く人一人一人の

業務遂行状況や成果を生み出す過程で発揮される能力等を把握しづらい側面がある。テ

レワークの定着・拡大に向けては、企業において、労務管理等を見直すことが求められ

る。さらに、テレワークの推進が、ジョブ型雇用の導入等、働き方改革と相まって進展す

る動きも生じている。 

企業では、テレワークを本格的に導入するためには、労働時間管理、人事評価制度、人

材育成等の労務管理が課題となる。例えば、労働時間の管理では、在宅でのテレワーク

勤務は、過度に長時間労働になる懸念もあれば、仕事と生活が混在しやすく、育児や介

護等による業務の一時的な中断（「中抜け」）も生じる等、適切に労働時間を把握・管理す

ることが課題となっている。人事評価では、業務遂行状況や能力等を把握しづらい側面

があることを踏まえた公平な評価手法等が課題となる。人材育成では、新入社員等には

オンラインのみで必要な研修・教育を行うには困難な課題がある。厚生労働省「テレワ

ークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」は、企業が適切な労務管理を行う

とともに、労働者が安心して働くことができるよう、労務管理全般についての記載を追

加する等の改定がされる予定となっている。改定ガイドライン等を参考に、企業には、

労務管理を見直すことが求められる。 

感染症の拡大に伴うテレワークの進展によって、従来の職場とは別の場所で働く各労

働者が特定の仕事を担いつつ、チーム全体として連絡を取り合い一つの仕事を仕上げて

いく形が現実のものとなっている。その一方で、この働き方がうまく進むためには、仕

事を配分し管理する側に十分な配慮や訓練が必要である。適切な労務管理にもとづく、

各労働者の能力に応じた的確な仕事配分が重要となる 24。 

                                                   
22 「平成 28 年経済センサス」を元にした中小企業庁の集計によれば、全従業者総数に占める中小企業の割合

は、全国では 68.8％。全国平均を下回る東京都（41.3％）、大阪府（66.9％）の２都府を除いた道府県では

81.5％を占める。 
23 内閣府「新型コロナウイルス感染症が地域の働き方や生活意識に与えた影響に関する調査」によれば、2020

年９～12 月のテレワーク実施率は、勤務地の企業規模が 1,001人以上では 25.1％、101～1,000 人では 15.2％、

100人以下では 11.4％。 
24 武田晴人東京大学名誉教授によれば、「事務職の人達の共同作業が本当に一つの事務所の中で『顔をつきあわ

せながら』しかできないという通念は、テレワークによってその妥当性が疑われている。「顔をつきあわせる」
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また、テレワークの推進によって、企業の中には、ジョブ型雇用の導入等、雇用システ

ムを見直す動きがみられる。我が国の多くの企業では、いわゆる「日本型雇用システム」

25が用いられてきた。しかし、近年、グローバル化の進展等の中で多様な人材の処遇が困

難となってきた等の課題も生じており、企業の中には、特定の仕事・職務、役職・ポスト

に対して人材を割り当てるジョブ型雇用を導入する動きもみられる。ジョブ型雇用では、

職務規程書（ジョブ・ディスクリプション）により、職務、仕事内容、労働時間、報酬な

どを明確に規定した上で雇用契約を結ぶことが想定されている。テレワークによる勤務

は、非対面であるため、職務や仕事内容等があらかじめ明確であることが求められるこ

とから、労働の成果によって評価される雇用の形と親和性が高いと考えられ、企業に人

材マネジメントの見直しを促す機会となっている。 

国土交通省の企業向けアンケート調査（東京都内に本社を置く上場企業を対象）によ

れば（第１－３－26図（１））、2020 年８月時点のテレワークの利用日数が９割を超える

企業では、「ジョブ型人材マネジメント」の導入の実績がある、または検討している企業

が５割を超えるが、テレワークを利用していない企業では約１割にとどまり、テレワー

クの利用度が高い企業ほど、ジョブ型の人事制度の導入に積極的な傾向が認められる。

さらに、「ジョブ型の人材マネジメント」を導入・検討している企業は、東京にある本社

事業所に所在する部門・部署の配置見直し（全面的な移転、一部移転、縮小）を具体的に

検討している割合が 32％と、導入していない企業（23％）に比べて高い（第１－３－26

図（２））。また、配置を見直している企業の半数以上が 2020年に入ってから検討してい

る。このように、テレワークとジョブ型の人材マネジメントとは親和性が高く、さらに、

ジョブ型人材マネジメントを実施または検討中の企業は、本社機能の移転等も検討して

いる傾向がそうでない企業より高いとみられる。 

 

  

                                                   
ことが必要なこともあるだろうが、一つのまとまりの仕事を任せて、チームとは別の場所で必要な連絡を取り合

いながら片付けていくこともできることを私たちは目の当たりにしたからである。この仕組みがうまく回るため

には、仕事を配分し任せる側の技量も問われる。場あたり的に手近にいる部下に仕事を振り、必要なら残業も強

いるような作業の管理の仕方では、業務の全体が回らなくなるからである。働き手の力量に応じて適切に計画さ

れ割り当てられなければならない。」（「働くことの意味を問い直す」大原記念労働科学研究所「労働の科学 11 月

号」）。 
25 日本型雇用システムの特徴として、〔１〕新卒一括採用、〔２〕定年までの長期雇用を前提に、職務を限定せ

ずに、社内で様々な仕事を担当させながら成長を促す人材育成プロセス、〔３〕勤続年数により職能が向上する

との前提での年功型賃金制度が挙げられる。 
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第１－３－26 図 人事制度の導入、本社事業所の配置見直し検討 

（１）ジョブ型の人材マネジメントの実施状況（テレワーク利用度別） 

 

 

（２）本社の地方移転又は検討状況 

（ジョブ型の人材マネジメント導入検討状況別） 

 
（備考）１．国土交通省「企業等の東京一極集中にかかる基本調査（企業向けアンケート調査）」（調査期間 2020年８月 27日 

～2020年９月 10日（Ｗｅｂ）、９月 23 日（郵送））。  

２．対象は、東京都内に本社をおく上場企業（経営企画部または人事部の管理職）。 

３．テレワークの利用度は、2020年８月時点。 

  

先にみたように、「副業・兼業制度」を検討・実施している企業についても、同様にテ

レワークとの親和性が確認できる（前掲第１－３－18図）。テレワークの定着や拡大によ

り、ジョブ型雇用や副業等を含めて働き方改革が並行して進展し、その動きも相まって

地方への新たな人の流れが定着・拡大していくことが期待される。 

 

4

6

12

11

20

9

26

28

32

35

0 10 20 30 40 50 60

全く利用していない（n=69）

３割未満（n=129）

３割以上６割未満（n=110）

６割以上９割未満（n=47）

９割以上（n=20）

(%)

(テレワークの利用度）

実績あり 計画または検討中
13

32

40

43

55

14

11

18

12

0 5 10 15 20 25 30 35

ジョブ型導入又は検討中

（n=122）

導入予定なし（n=245）

2019年以前から検討 2020年に入ってから検討

(%)

32

23



  

71 
 

コラム９：ジョブ型雇用の全社員適用を目指す B社 

グローバル市場での事業成長を目指して、従来からジョブ型の人材マネジメントへの

転換に先進的に取り組んできたのがＢ社である。既に 2014年には管理職を対象としたジ

ョブ型の報酬制度を導入し、その後も段階的に取り組みを進めてきた。2020 年には新型

コロナウイルス感染症の拡大を契機としてテレワークが広がりをみせるという環境変化

が起き、これがジョブ型への転換に更なる推進力を持たせている。 

ジョブ型の人材マネジメント導入の動きには、2018 年にグループ全体の海外売上比率

が過半を占め、また、2020年に従業員の海外人員比率が過半となったという背景がある。

企業活動がグローバル化する中で、日本国内においても海外で一般的に採用されている

ジョブ型人材マネジメントに歩調を合わせていく必要が生じた。 

会社の経営方針のもとに、2021 年度にはポジションの役割、責任、能力を規定したジ

ョブディスクリプションが導入される予定となっている。ポジションに就いた人はジョ

ブディスクリプションに基づき、会社との間で年度目標を取り決め、さらに、日々の業

務の中で、上司とのコミュニケーションを図る「１ＯＮ１」26という仕組みによって、周

囲の環境変化等が目標にきめ細かく反映されるよう配慮している。また、ジョブ型人材

マネジメントで懸念される「誰も取ろうとしないボール」については、１ＯＮ１等のコ

ミュニケーションを活性化させることにより、チームで対処していく方向である。会社

にどのような仕事があり、そこに就くにはどのようなスキル・能力が必要であるかが明

確にされることは、自らのキャリアパスを考える上で重要であり、特に若年層の関心が

高い。 

現時点の課題としては、従業員のキャリア自律意識の醸成や、マネージャーのマネジ

メントスキル向上、会社が求めるスキル・能力が不足する従業員への対応等がある。 

同社は 2024 年にジョブ型人材マネジメントの制度面での完成を目指すとしているが、

実際の運用から生じる様々な課題について、「理想的な働き方とは何か？」を問いながら、 

2024年以降も引き続き対応していく必要があるとしている。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
26 上司と部下が１対１で定期的に実施するミーティングを指す。部下の目標管理や業務の進捗管理だけではなく、

部下が希望するキャリアや仕事を通じて得た経験や課題、悩みを上司と共有し、上司はそれらに対する解決方法

をアドバイスしたり動機付けしたりすることで、部下の成長を促すことを目的とする。 
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(若者や女性を始め誰もが活躍できる魅力ある地域づくり) 

感染症を契機に、若者を中心に地方に対する関心が高まっている一方で、就職期に当

たる 20代前半は、感染症後に転入超過数は減少したものの、依然として、東京圏への

転入超過が続いている。地方への人の流れを促進し、東京一極集中を是正していくため

には、テレワーク等を活用した新たな動きを後押しする取組等を、感染症前に進行した

東京一極集中の背景も踏まえて、推進していくことが重要である。 

本章の（１）で示した通り、意識調査では、若者が東京圏に就職した理由としては、

「能力や関心に合った仕事」、「給与の良い仕事」が挙げられており（前掲第１－１－７

図参照）、また、有効求人倍率や賃金といった仕事に関わるデータと人口移動の間には

相関関係がみられ（前掲第１－１－８図、第１－１－９図参照）、若者が就職等を契機

に東京圏に移動している主な要因の一つは、雇用・所得環境にあると考えられる。この

ため、地方への人の流れを拡大していくためには、地域の稼ぐ力を高め、若者等の能力

や関心にあった仕事や働き方の実現に努めることがやはり重要である。2020 年までの

10年間では、地方圏では、生産年齢人口が減少していることもあり、東京圏のような幅

広い産業での雇用者数の増加がみられなかった（前掲第１－１－６図参照）。一方で、

感染症の影響で、テレワーク等の普及が進み、場所を問わない仕事、つまり、従前は都

市部での勤務が前提だった仕事を地方で居住しながら行うことが可能となり、これまで

は都市圏で雇用者数が増加していた情報通信産業等で、地方への新たな人の流れを促す

動きがみられる（前掲第１－３－14 表参照）。このことからは、地方において、従前と

比べ、若者の能力や関心に合った新たな雇用創出の機会の可能性が増していると考えら

れる。また、若者については、テレワーク等を活用した働き方に対する意向が強い（前

掲第１－13－12図参照）等、仕事そのものだけではなく、働き方や就業環境も重視して

いるとみられる。従前から存在する仕事であっても、テレワーク等も活用し、若者のニ

ーズにあった地方での働き方を提示していくことにより、若者にとって地方で働く魅力

が増すことも期待される。この観点からは、企業、特に地方圏の企業で、テレワークの

実施状況の開示が進むことが、若者の就職先として選ばれる機会を増やすだけでなく、

周囲の企業のテレワークの実施を促すことにもつながると考えられる。 

また、賃金水準の高い都道府県ほど転入超過、賃金水準の低い都道府県ほど転出超過

（転入超過率がマイナス）である（前掲第１－１－９図参照）傾向からは、地方の所得

の引上げが課題であり、雇用の維持との両立を図りながら、現在の賃上げの流れを継続

し、最低賃金についても、地域間の格差に配慮しながら引上げに取り組むことが期待さ

れる。 

同時に、意識調査では、特に女性において、東京圏に就職した理由として、仕事に関

する理由だけでなく、「親元を離れたい」、「（東京）地域への憧れ」等、生活面の要因が

挙げられている（前掲第１－１－７図参照）。その背景として、地域によっては、固定
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的な性別役割分担意識等が根強く存在しているという意見もあり、地方における魅力的

なしごとづくりにあわせ、地方における女性の活躍に向けた意識改革を積極的に進める

必要がある 27。このことは、必ずしも、女性だけに当てはまるものではなく、若者を始

め、誰もが活躍できる魅力的な地域づくりという観点から、性別や年齢による役割分担

意識等が解消され、若者や女性等の意見や希望が、政策決定過程において積極的に反映

されるような地域社会の構築が期待される 28。 

さらに、地方の暮らしへの関心が高まっているこの機会を捉えて、地方の暮らしの魅

力について幅広く情報を発信することが重要である。東京都から地方圏へ住み替えた場

合は、地方圏で物価が安くなることや、住居費の減少、通勤時間の短縮による機会費用

の減少により、住み替えの経済的な利益は年間 20万円程度になると試算され、テレワ

ークにより東京都の仕事を続ける場合にはさらなる経済的な利益が得られる可能性があ

る（コラム 10：地方圏へ住み替えた場合のコスト試算参照）。また、内閣府の分析レポ

ート 29によれば、過去５年間の移住実施者は、移住先選定にあたって、単なる移住への

関心層と比べ「地域の食・文化」を重視する傾向が有意に強いとされている。このよう

な地方に居住する経済的利益や、移住実施者が移住先の選定にあたって重視している地

域の食・文化等、地方に暮らす多様な魅力について、地方の暮らしに関心が高まってい

るこの機会に、地方公共団体等から積極的に情報発信等を行い、関心のある者に具体的

な検討を促すことが期待される。 

若者や女性を始め誰もが活躍できる魅力的な地域づくりを推進し、さらに、その魅力

を情報発信していくことにより、地方への人の流れが拡大していくことが期待される。 

  

                                                   
27 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）による。  
28 「若者円卓会議」とりまとめ（2021年 6月 8日）では、「政策決定過程において、子供・若者の意見が積極的

かつ適切に反映されるよう、各種審議会などの委員構成に配慮すべきである」等に早急に取り組むべきと、され

ている。 
29 内閣府 政策課題分析シリーズ 20「新しい働き方と地方移住に関する分析－コロナ禍における働き方への意

識の変化をもとに」（2021年７月） 
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コラム 10：地方圏へ住み替えた場合のコスト試算 

 仮に東京都に住む人が地方圏へと住み替えた場合、どの程度の経済的コストが発生す

る可能性があるだろうか。ここでは、概ねの傾向を把握するため、住み替えによって生

じえる４つの経済的コスト（①名目給与、②物価効果、③住居費、④通勤時間の機会費

用）の変化に着目し、東京都と地方圏（東京圏、名古屋圏及び大阪圏を除く全国）の各デ

ータの平均値を用いて、住み替えの経済的コストについての試算を行った（コラム１－

10－１図）。 

最初に、地方圏で新たに職に就き、東京都から地方圏へと住み替えた場合を考えると、

まず、①名目給与については、地方圏の平均的な給与は東京都よりも低いため、給与に

よって得られる収益は年間 134 万円（１か月当たり 11.2万円）程度の減少となる可能性

がある。一方、②物価効果については、地方圏の方が東京都よりも総じて財やサービス

の価格が低廉であるため、年間 14万円（１か月当たり 1.1 万円）程度が収益になると見

込まれる。また、③住居費についても、平均的な家賃のデータによれば、地方圏の方が東

京都よりも安価であるため、年間 117 万円（1 か月当たり 9.7万円）程度が収益になると

見込まれる。最後に、④通勤時間の機会費用については、東京都の通勤時間は地方圏に

比して長い傾向があるため、通勤時間を仕事に充てていれば得られた経済的利益の逸失

額としての機会費用は大きくなる。一方、地方圏では通勤時間が短いため機会費用は小

さい。こうした機会費用の変化を試算すると、住み替えにより通勤時間が短縮すれば年

間 23万円（１か月当たり 1.9 万円）程度の費用の減少となる。以上の各経済コストの結

果を合算すると、地方圏で新しい職に就き、東京都から地方圏へ住み替えた場合、名目

給与は大きく減少する可能性があるものの、地方圏では物価や住居費が安く、また通勤

時間の短縮により機会費用も減少することから、年間 19 万円（１か月当たり 1.6 万円）

程度の経済的利益が生じると見込まれる。 

また、テレワークにより東京都の仕事を続けながら、東京都から地方圏へ住み替えた

場合を検討してみると、上述の結果と同様に、住み替えによって②物価効果、③住居費

及び④通勤時間の機会費用のそれぞれから経済的利益が得られる一方、①名目給与につ

いては、東京都の仕事を続けるために変化は生じないと考えられる。したがって、②物

価効果、③住居費及び④通勤時間の機会費用の各変化のみを合算すると、年間 153 万円

（１か月当たり 12.8 万円）程度の経済的利益が得られる可能性がある。 

なお、同様の試算を地域別に行った場合、各地域で新たに職に就き、東京都から住み

替えたとすれば、一部の地域では経済的利益がマイナスとなるものの、北関東や東海な

どでは年間50万円程度の経済的利益が生じる可能性がある（コラム１－10－２図（１））。

一方、テレワークにより給与の変化が無かったと仮定した場合、どの地域へ住み替えた

としても、経済的な利益が生じる可能性がある（コラム１－10－２図（２））。 
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以上の結果は、東京都と地方圏の平均値データを用いた単純な試算によるものであり、

現実には、住み替えを行う人の性別や年齢、職業や世帯構成といった前提条件によって、

結果は大きく変わりえる。しかし平均的な傾向としては、東京都から地方圏へ住み替え

た場合、物価や住居費等といった生活に係るコストの減少額はかなり大きく、条件次第

では収入の減少を上回る可能性もある。加えて、テレワークのような働き方を十分に活

用した場合には、現在の仕事を続けながら地方圏に住み替えることによって、収入を維

持しながら地方圏の生活コストの抑制効果を得ることも可能となってくる。こうした効

果は長期にわたればより大きなものとなることを考えれば、特に若年の人々がライフプ

ランを検討する際に、地方圏への住み替えは、経済的な観点からも注目すべき選択肢で

あるといえる。 

 

コラム１－10－１図 東京都から地方圏へ住み替えた場合の給与や住居費の変化 

 

（備考）１．総務省「小売物価統計調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省「社会生活基本調査」により作成。 

    ２．名目給与は都道府県別の決まって支給する給与額より試算。 

    ３．物価効果は 10大費目別消費者物価地域差指数（家賃を除く総合）により算出。 

        ４．住居費は都道府県庁が所在する都市の１か月あたりの民営家賃（３LDK相当（65㎡）として試算）により算出。 

        ５．通勤時間の機会費用は通勤時間（平日の平均通勤・通学時間（25歳以上））に、１時間当たり所定内給与額（短

時間労働者）を乗じて算出。通勤時間は 2016年調査の結果、１時間当たり所定内給与額は 2019年の値を使用。 

    ６．地方圏とは、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）、名古屋圏（愛知県、岐阜県、三重県）及び大阪圏

（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）を除く全国（36道県）。 

 
 

コラム１－10－２図 東京都から各地域へ住み替えた場合の給与や住居費の変化 

（１）各地域で新たに職に就き、東京都から住み替えた場合 

 

（単位：万円）

① ② ③ ④ ①＋②＋③＋④ ②＋③＋④

名目
給与

物価
効果

住居費
通勤時間の
機会費用

地方圏で新たに職に就き、
東京都から地方圏へ
住み替えた場合

テレワークにより
東京都の仕事を続けながら、

東京都から地方圏へ
住み替えた場合

１か月
当たり ▲ 11.2 ＋ 11.2 ＋ 9.7 ＋ 1.9 ＋ 11.6 ＋ 22.8 

年間 ▲ 134 ＋ 134 ＋ 117 ＋ 23 ＋ 140 ＋ 274 
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（２）現在の仕事を続けながら各地域へ住み替えた場合 

 

（備考）１．総務省「小売物価統計調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省「社会生活基本調査」により作成。 

    ２．名目給与は都道府県別の決まって支給する給与額より試算。 

    ３．物価効果は 10大費目別消費者物価地域差指数（家賃を除く総合）により算出。 

        ４．住居費は都道府県庁が所在する都市の１か月あたりの民営家賃（３LDK相当（65㎡）として試算）により算出。 

        ５．通勤時間の機会費用は通勤時間（平日の平均通勤・通学時間（25歳以上））に、１時間当たり所定内給与額（短

時間労働者）を乗じて算出。通勤時間は 2016年調査の結果、１時間当たり所定内給与額は 2019年の値を使用。 

    ６．南関東は東京都を除く３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）。 
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